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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第25期

第３四半期連結
累計期間

第26期
第３四半期連結

累計期間
第25期

会計期間
自平成24年１月１日
至平成24年９月30日

自平成25年１月１日
至平成25年９月30日

自平成24年１月１日
至平成24年12月31日

売上高（千円）      4,943,249      5,057,104 6,668,083

経常利益（千円）   369,711   307,853 561,787

四半期（当期）純利益（千円）     104,801     111,718 190,596

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
   104,734    111,885 190,569

純資産額（千円）    2,126,302    2,169,964 2,185,253

総資産額（千円）     6,812,839     6,402,421 6,892,824

１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円）
1,990.72 2,178.14 3,626.36

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
1,973.18 2,175.43 3,595.65

自己資本比率（％） 31.2 33.9 31.7

　

回次
第25期

第３四半期連結
会計期間

第26期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成24年７月１日
至平成24年９月30日

自平成25年７月１日
至平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額（円） 706.84 1,610.69

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

　

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

（1）暖簾分けによるチェーン展開に係る契約

　当社グループのうち、株式会社アッシュ及び株式会社ニューヨーク・ニューヨークは、暖簾分け方式によるファミ

リーチェーンを展開し、当社、株式会社アッシュ、株式会社ニューヨーク・ニューヨーク及びチェーン加盟者の繁栄

及び顧客への良質なサービスの提供の実現を図ることを基本方針として、フランチャイズ契約を締結しております。

①フランチャイズ契約（暖簾分け方式）

　店長であった者をフランチャイジーとしてＦＣ契約を締結し、独立させるものです。

　その契約の概要は次のとおりであります。

　

　1）株式会社アッシュ及び加盟者との二者間フランチャイズ契約

　（美容室アルテファミリーチェーン契約）

契約内容
経営指導、事務管理、広告宣伝、経理処理及び給与支払事務、衛生用レンタルタオルの使用、
店舗設備及び美容器具の貸与

契約期間 契約日より５年間。ただし、期間満了６ヶ月前に特段の申し立てがない場合は更新とする。

ロイヤリティ等

ファミリーチェーン加盟金

店舗設備及び美容器具の使用料

施術売上総額に一定料率を乗じたロイヤリティ収入

株式会社アッシュ一括支払による広告宣伝費及び衛生用レンタルタオル使用料に一定料率を加

えたもの

　 また、ＦＣ店の店長にも独立の機会を提供するために、孫ＦＣ制度があります。当該店舗はすでにＦＣ店であり

ますが、新たに独立する加盟者（孫ＦＣ）、株式会社アッシュとの二者間で上述と同一内容のフランチャイズ契約

をしなおすものです。 

　当第３四半期連結会計期間において、新たに締結又は解約したフランチャイズ契約は次のとおりです。

締結した件数 ２件（注）

解約した件数 １件（注）

　（注）店舗毎の契約となっております。　

　　 

　2）株式会社ニューヨーク・ニューヨーク及び加盟者との二者間フランチャイズ契約

　（Hair＆MakeＮＹＮＹフランチャイズチェーン契約）

契約内容
経営指導、材料及び商品販売、事務管理、広告宣伝、経理処理及び給与支払事務、衛生用レン
タルタオルの使用、店舗設備及び美容器具の貸与

契約期間 契約日より５年間。ただし、期間満了６ヶ月前に特段の申し立てがない場合は更新とする。

ロイヤリティ等

ファミリーチェーン加盟金

店舗設備及び美容器具の使用料

施術売上総額に一定料率を乗じたロイヤリティ収入

株式会社ニューヨーク・ニューヨーク一括仕入による材料及び商品の販売

株式会社ニューヨーク・ニューヨーク一括支払による広告宣伝費及び衛生用レンタルタオル使

用料に一定料率を加えたもの

株式会社ニューヨーク・ニューヨークが実施する教育研修への対価

　　当第３四半期連結会計期間において、新たに締結又は解約したフランチャイズ契約は次のとおりです。

締結した件数 １件（注）

解約した件数 －

　（注）店舗毎の契約となっております。　
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　②業務委託契約

　直営店舗とＦＣ店舗の中間に位置する店舗運営形態として、当該店舗の店長であった者を受託者として店舗の運営

を委託する業務委託店を設置しております。

  その契約の概要は次のとおりであります。

　株式会社ニューヨーク・ニューヨーク及び加盟者との二者間業務委託契約

契約内容 美容室の店舗運営を委託し、業務委託報酬を支払う。

契約期間 契約日より１～５年間。

業務委託報酬等
受託者に対して、店舗売上高から売上原価及びＦＣ店のロイヤリティ等に相当する金員を控除

する等して算出した金額を業務委託報酬として支払う。

　　当第３四半期連結会計期間において、新たに締結又は解約した業務委託契約は次のとおりです。

締結した件数 －

解約した件数 １件（注）

　（注）店舗毎の契約となっております。

　

（2）外部加盟方式によるチェーン展開に係る契約

①フランチャイズ契約（外部加盟方式）　

　当社グループのうち、株式会社スタイルデザイナーは、外部加盟方式によるメンバーシップサロンをチェーン展開

し、チェーン加盟者の繁栄及び顧客への良質なサービスの提供と、店舗開発または美容師の独立開業支援を基本方針

として、フランチャイズ契約を締結しております。

　その契約の概要は次のとおりであります。

　株式会社スタイルデザイナー及び加盟者との二者間フランチャイズ契約

契約内容 経営指導、店舗設備の転貸、ブランド（商標・サービスマーク）の使用

契約期間 開店時より５～７年間。ただし、期間満了６ヶ月前に延長・更新を協議し決定する。

ロイヤリティ等

フランチャイズ加盟金

店舗設備使用料

店舗運営オペレーションサポート料

ブランド使用料

システム使用料

店舗売上総額に一定料率を乗じたロイヤリティ収入

株式会社スタイルデザイナー一括仕入による材料及び商品の販売

株式会社スタイルデザイナーが実施する教育研修への対価

支払代行事務手数料　等

　　当第３四半期連結会計期間において、新たに締結又は解約したフランチャイズ契約は次のとおりです。

締結した件数 １件（注）

解約した件数 －

　（注）店舗毎の契約となっております。　

　

②業務委託契約（外部加盟方式）

　フランチャイズ契約前の加盟予定者に準備研修期間として店舗の運営を委託する業務委託店を設置しております。

  　その契約の概要は次のとおりであります。

　株式会社スタイルデザイナー及びフランチャイズ契約予定者との二者間業務委託契約

契約内容 美容室の店舗運営を委託し、業務委託報酬を支払う。

契約期間 契約日より３ヵ月程度。

業務委託報酬等

フランチャイズ加盟予約金（フランチャイズ契約締結後にフランチャイズ加盟金として充当）

内装設備使用料

システム使用料

株式会社スタイルデザイナー一括仕入による材料及び商品の販売　

　　当第３四半期連結会計期間において、新たに締結又は解約した業務委託契約はありません。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び当社の関係会社）が

判断したものであります。

　

(1）業績の状況

当第３四半期連結累計期間（平成25年１月１日～平成25年９月30日）におけるわが国経済は、昨年に発足した新政

権による金融緩和を主軸とした経済政策が景気回復への期待感を呼び、円高の修正ならびに株式市場の回復傾向が見ら

れました。しかしながら雇用情勢の回復や個人所得への波及については不透明な状況が続いており、美容業界におきま

しても客単価の低下傾向が引き続き見られました。

　このような状況の中、当社グループは、「地域のお客様に『美と健康と若々しさ』を提供し、当社グループに関わる

すべての人と共に幸福社会を築いていける会社づくりを目指す」との経営理念に基づき、ハイクオリティ・ハイセンス

なサービスを値ごろ感のある料金で提供し、地域のお客様にご支持いただけるサロンを展開することを経営の基本方針

としております。

　当第３四半期連結累計期間におきましても、前述の経営方針に基づき、値ごろ感のある料金で顧客満足度の高いサー

ビスの提供に取り組んでまいりましたが、客単価の上昇には至らず、当第３四半期連結累計期間における当社グループ

チェーンの全店売上高合計は、12,499百万円（前年同四半期比99.7％）となりました。

当第３四半期連結累計期間における当社グループの店舗数は、260店舗（株式会社アッシュ「以下、Ａｓｈ」109店

舗、株式会社ニューヨーク・ニューヨーク「以下、ＮＹＮＹ」30店舗、株式会社スタイルデザイナー「以下、ＳＤ」

119店舗、株式会社ＡＭＧ２店舗）となり、グループにおけるＦＣ店舗数は、221店舗（Ａｓｈ92店舗、ＮＹＮＹ16店

舗、ＳＤ113店舗）となりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における連結売上高は5,057百万円（前年同四半期比102.3％）、営業利益

は276百万円（同76.7％）、経常利益は307百万円（同83.3％）、四半期純利益は111百万円（同106.6％）となりまし

た。

　　

（2）財政状態の分析

 （資産）

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて、713百万円減少して2,165百万円となりました。

　これは主として、現金及び預金の減少655百万円によるものです。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて、222百万円増加して4,237百万円となりました。

　これは主として、ソフトウェア仮勘定（四半期連結貸借対照表上は、無形固定資産「その他」で表示）の増加100百

万円、建設仮勘定の増加40百万円、工具、器具及び備品（純額）の増加24百万円、建物（純額）の増加18百万円による

ものです。

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、490百万円減少して6,402百万円となりました。

（負債）　

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて、461百万円減少して2,080百万円となりました。

　これは主として、未払金の減少419百万円によるものです。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて、14百万円減少して2,152百万円となりました。

　これは主として、長期借入金の減少20百万円によるものです。

　この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて、475百万円減少して4,232百万円となりました。　

（純資産）　

　純資産は、前連結会計年度末に比べて、15百万円減少して2,169百万円となりました。

　これは主として、利益剰余金の増加48百万円、自己株式の取得による減少78百万円、ストックオプション行使に伴う

自己株式充当による増加14百万円によるものです。

　この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の31.7％から33.9％となりました。

 
（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種    類 発行可能株式総数（株）

普通株式 225,760

計 225,760

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成25年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年11月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 56,440 56,440

東京証券取引所　

ＪＡＳＤＡＱ市場

（スタンダード）　

当社は単元株制

度は採用してお

りません。

計 56,440 56,440 － －　

 

（２）【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金
残高（千円）

平成25年７月１日～

平成25年９月30日
－ 56,440 － 324,360 － 860,292

　

（６）【大株主の状況】

　 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成25年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    5,688 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   50,752 50,752 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 56,440 － －

総株主の議決権 － 50,752 －

 

②【自己株式等】

　 平成25年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
 株式数 （株）

他人名義所有
 株式数 （株）

所有株式数の
合計  （株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社アルテ
サロン ホール
ディングス

横浜市中区翁町
一丁目４番１号

5,688 － 5,688 10.07

計 － 5,688 － 5,688 10.07

　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

　

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成25年７月１日から

平成25年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年１月１日から平成25年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、九段監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,703,034 1,047,902

売掛金 296,998 315,500

商品 41,927 66,131

貯蔵品 27,424 25,647

その他 809,105 709,995

貸倒引当金 △32 －

流動資産合計 2,878,459 2,165,177

固定資産

有形固定資産

建物 4,913,839 5,010,095

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,298,715 △3,376,846

建物（純額） 1,615,124 1,633,249

車両運搬具 11,802 17,238

減価償却累計額 △10,262 △12,012

車両運搬具（純額） 1,540 5,225

工具、器具及び備品 791,301 865,871

減価償却累計額及び減損損失累計額 △618,374 △668,040

工具、器具及び備品（純額） 172,927 197,831

土地 134,200 134,200

リース資産 3,486 3,486

減価償却累計額 △1,037 △1,411

リース資産（純額） 2,448 2,075

建設仮勘定 － 40,480

有形固定資産合計 1,926,241 2,013,062

無形固定資産

のれん 304,401 295,626

その他 51,707 156,197

無形固定資産合計 356,108 451,824

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,468,691 1,472,651

その他 295,867 324,778

貸倒引当金 △32,542 △25,073

投資その他の資産合計 1,732,015 1,772,356

固定資産合計 4,014,364 4,237,243

資産合計 6,892,824 6,402,421
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 93,743 61,510

短期借入金 50,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 699,258 774,424

1年内償還予定の社債 80,000 40,000

未払金 1,360,660 941,526

未払法人税等 136,144 37,731

資産除去債務 1,846 3,373

その他 119,751 121,759

流動負債合計 2,541,404 2,080,326

固定負債

長期借入金 1,805,902 1,785,087

退職給付引当金 42,693 51,075

資産除去債務 10,875 10,937

その他 306,694 305,030

固定負債合計 2,166,165 2,152,130

負債合計 4,707,570 4,232,456

純資産の部

株主資本

資本金 324,360 324,360

資本剰余金 860,292 860,292

利益剰余金 1,164,070 1,212,413

自己株式 △163,414 △227,213

株主資本合計 2,185,308 2,169,852

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △54 112

その他の包括利益累計額合計 △54 112

純資産合計 2,185,253 2,169,964

負債純資産合計 6,892,824 6,402,421
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年９月30日)

売上高 4,943,249 5,057,104

売上原価 3,455,825 3,587,709

売上総利益 1,487,423 1,469,395

販売費及び一般管理費 1,126,185 1,192,480

営業利益 361,238 276,914

営業外収益

受取利息 1,773 1,869

受取手数料 9,319 9,317

期限到来チケット精算収入 19,998 25,726

その他 10,816 21,906

営業外収益合計 41,908 58,819

営業外費用

支払利息 26,826 19,110

その他 6,607 8,769

営業外費用合計 33,434 27,880

経常利益 369,711 307,853

特別利益

貸倒引当金戻入額 11,426 －

固定資産売却益 7 672

棚卸資産受贈益 － 5,652

受取補償金 － 45,633

その他 480 －

特別利益合計 11,913 51,957

特別損失

固定資産除却損 49,476 11,689

店舗閉鎖損失 16,967 30,797

減損損失 60,713 48,345

ＦＣ契約解約損 21,293 52,895

その他 1,236 －

特別損失合計 149,685 143,729

税金等調整前四半期純利益 231,940 216,082

法人税、住民税及び事業税 143,568 110,214

法人税等調整額 △16,429 △5,850

法人税等合計 127,138 104,363

少数株主損益調整前四半期純利益 104,801 111,718

四半期純利益 104,801 111,718
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 104,801 111,718

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △67 167

その他の包括利益合計 △67 167

四半期包括利益 104,734 111,885

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 104,734 111,885
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【会計方針の変更等】

当第３四半期連結累計期間

（自　平成25年１月１日　至　平成25年９月30日）

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社グループは、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後に取得した有形

固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ9,651千円増加しております。

 

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　　 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。  

前連結会計年度
（平成24年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成25年９月30日）

ＦＣ加盟社　13件 合計金額 98,206千円 ＦＣ加盟社　12件 合計金額 84,935千円

　

　

（四半期連結損益計算書関係）

　　　　該当事項はありません。

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日）

減価償却費 380,979千円 357,432千円

のれんの償却額 55,358 64,774

　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成24年１月１日　至　平成24年９月30日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年３月27日

定時株主総会
普通株式 58,324千円 1,100円 平成23年12月31日 平成24年３月28日 利益剰余金

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成25年１月１日　至　平成25年９月30日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年３月26日

定時株主総会
普通株式 52,122千円 1,000円 平成24年12月31日 平成25年３月27日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自平成24年１月１日  至平成24年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成25年１月１日  至平成25年９月30日）

　当社グループは、美容室のチェーン展開を行う事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。

 

　

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成24年１月１日
至　平成24年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年１月１日
至　平成25年９月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 1,990円72銭 2,178円14銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円）     104,801     111,718

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円）     104,801     111,718

普通株式の期中平均株式数（株） 52,645.09 51,290.72

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 1,973円18銭 2,175円43銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 468.00 64.00

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

　
－

　

　

（重要な後発事象）

（自己株式の取得）　

平成25年10月31日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156

条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。

　

　１．自己株式の取得を行う理由

　経済情勢の変化に対応した機動的な経営を行うため、自己株式を取得するものであります。

　

　２．取得に係る事項の内容

（１）取得対象株式の種類  　　当社普通株式

（２）取得する株式の総数 　　 500株（上限）

  　　（発行済株式総数に対する割合0.8％）

（３）株式の取得価額の総額  　30百万円（上限）

（４）自己株式取得の日程   　 平成25年11月１日から平成25年12月20日まで

　

（ご参考）平成25年10月31日時点における自己株式の保有

　　　　 発行済株式総数　　56,440株　

　　　　 自己株式数　　　　 5,688株
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（株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更）　

平成25年10月25日開催の取締役会において、株式の分割及び単元株制度の採用について決議いたしました。

また同取締役会において、平成26年３月25日開催予定の第26回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議す

ることを決議いたしました。

　

１．株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更の目的

　

当社は、平成19年11月27日に全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、

当社株式１株につき100株の割合をもって株式分割を実施するとともに、100株を１単元とする単元株制度を採用い

たします。

なお、本株式分割および単元株制度の採用に伴う実質的な投資単位の変更はございません。

　

２．株式分割の概要

　

（１）分割の方法

平成25年12月31日（火）［但し、当日は休日のため、実質的には平成25年12月30日（月）］を基準日として、

同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式１株につき100株の割合をもって分割いたし

ます。

　

（２）分割により増加する株式数

①　株式分割前の発行済株式総数　　　　　 　56,440株（平成25年10月25日時点）

②　株式の分割により増加する株式数　　　5,587,560株

③　株式分割後の発行済株式総数　　　　　5,644,000株

④　株式分割後の発行可能株式総数　　　 22,576,000株

　

（３）分割の日程

基準日公告：平成25年12月13日（金）

基　準　日：平成25年12月31日（火）　※実質上は平成25年12月30日（月）

効力発生日：平成26年１月１日（水）

　

（４）資本金の額の変更

今回の株式分割に際して、当社の資本金の額の変更はありません。

　

３．単元株制度の採用

　

（１）新設する単元株式数の数

単元株制度を採用し、単元株式数を100株といたします。

　

（２）新設の日程

効力発生日 平成26年１月１日（水）

※単元株制度の採用に伴い、平成25年12月26日（木）をもって、証券取引所における当社株式の売買単位は１株か

ら100株に変更されます。

　

４．１株当たり四半期純利益金額に及ぼす影響

　当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成24年１月１日
 至　平成24年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年１月１日
 至　平成25年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 19円91銭 21円78銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 19円73銭 21円75銭
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成25年11月14日

株式会社アルテ サロン ホールディングス

取締役会　御中

九段　監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 大網　英道　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 光成　卓郎　　印

 
 
 

   

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アルテ 

サロン ホールディングスの平成25年１月１日から平成25年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平

成25年７月１日から平成25年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年１月１日から平成25年９月30日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書

及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アルテ サロン ホールディングス及び連結子会社の平成25年

９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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